
秋
の
火
災
予
防
運
動　

期
間　

10
月
15
日
㈫
〜
31
日
㈭　

統
一
標
語
「
消
す
ま
で
は　

心
の
警
報　

Ｏ
Ｎ
の
ま
ま
」　

詳
細　

予
防
課　

（
32
）６
７
２
４

秋
の
ゼ
ロ
ご
み
の
日

雇
用
創
出
奨
励
交
付
金
の
対
象
者

拡
大
に
つ
い
て

非
自
発
的
離
職
者
を
雇
用
し
た
場
合
の
ほ
か
、

８
月
か
ら
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
を
雇
用
し

た
事
業
主
へ
も
奨
励
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

対
象
と
な
る
労
働
者
次
の
い
ず
れ
も
満
た
す
方

●
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
市
内
へ
避
難
・
転
入

し
居
住
し
て
い
る　

●
採
用
日
現
在
の
年
齢
が

18
〜
59
歳　

●
北
海
道
被
災
避
難
者
サ
ポ
ー
ト

登
録
制
度
「
ふ
る
さ
と
ネ
ッ
ト
」
へ
の
登
録
を

し
て
い
る　

●
国
の
実
施
す
る
「
被
災
者
雇
用

開
発
助
成
金
」
の
対
象
と
な
ら
な
い

□詳
工
業
労
政
課　

（
32
）６
４
３
６

■
男
性
の
た
め
の
調
理
実
習
「
こ
れ
か
ら
始
め

る
自
分
ご
飯
」

□日
10
月
23
日
㈬　

９
時
30
分
〜
12
時

□所
教
育
・
福
祉
セ
ン
タ
ー

□対
65
歳
以
上
、
料
理
初
心
者
の
男
性

□定
10
人　

申
し
込
み
順

□持
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
き
ん
、
布
き
ん

■
運
動
機
能
向
上
講
座
「
体
が
動
く
！
若
返
り

教
室
」

□日
10
月
29
日
㈫　

10
時
〜
12
時

□所
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー　

□対
65
歳
以
上

□定
40
人　

申
し
込
み
順　

□持
上
靴

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

□申
□詳
10
月
３
日
㈭
か
ら
前
日
ま
で
に
電
話
で

重
度
の
要
介
護
者
を
家
庭
で
介
護
し
て
い
る
方

を
対
象
に
、
年
額
10
万
円
の
家
族
介
護
慰
労
金

を
支
給
し
て
い
ま
す

□対
次
の
い
ず
れ
も
満
た
す
方　

●
過
去
１
年
間
、

要
介
護
４
ま
た
は
要
介
護
５
の
認
定
を
受
け
て

い
る　

●
該
当
期
間
中
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
せ
ず
家
族
が
在
宅
で
介
護
し
て
い
る　

10
月
は
秋
の
大
掃
除
月
間
で
す
。
『
ゼ
ロ
ご
み

の
日
』
で
あ
る
10
月
20
日
㈰
は
町
内
会
や
事
業

所
、
学
校
な
ど
、
地
域
や
公
園
の
清
掃
に
ご
協

力
く
だ
さ
い

□詳
清
掃
事
業
課　

（
55
）４
０
７
７

福　
　
　

祉

暮　

ら　

し

●
要
介
護
者
お
よ
び
介
護
者
が
市
民
税
非
課
税

世
帯
で
あ
る　

□詳
介
護
福
祉
課　

（
32
）６
３
４
５

道立高等技術専門学院・北海道障害者職業能力開発校
平成26年４月　訓練生を募集

北海道立苫小牧高等技術専門学院
〒053-0052　苫小牧市新開町４丁目６番10号　 55-7007
北海道障害者職業能力開発校
〒073-0115　砂川市焼山60番地　 0125-52-2774
市工業労政課　 32-6436

受付期間 試験日

高等技術
専門学院 普通

過程

推薦
選考 11月１日㈮～20日㈬ 12月２日㈪

一般
選考

11月21日㈭～12月15日㈰ 12月20日㈮
障害者職業
能力開発校 11月１日㈮～20日㈬ 12月２日㈪

問
い
合
わ
せ

介
護
福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

家
族
介
護
慰
労
金
制
度

一日こども相談

無料
市民相談

法律相談

夜間心配
ごと相談

行政書士会くらしの無料相談会
遺言、相続、成年後見人制度

国の行政全般についての相談

法律、不動産、年金、健康保険、
労務、行政一般など

18歳までの子どもとその家族
に関するあらゆる相談

と　き
申し込み・詳細内容・会場

市役所１階

市民活動センター
16日㈬　10時～18時
㈶日本調停協会連合会苫小牧調停協会

市安全安心生活課

市民相談所
（市民活動センター）

７日＝市役所２階
30日＝沼ノ端コミセン

イオンモール苫小牧

27日㈰　９時～12時

調停協会の無料相談
交通事故、離婚、遺産相続
などの相談

申し込み

申し込み

定員
申し込み

10月の無料相談

24日㈭　13時30分～19時

８日㈫　18時～20時

電話で山崎行政書士事務所

❷総務省行政相談所

❶一日合同行政相談所 ❶４日㈮　11時～16時
❷７日㈪、30日㈬　13時～15時

直接会場へ

７人　申し込み順

直接会場へ

岡　聖子
弁護士

25日㈮　９時30分～12時（１人20分程度）

　　　　　１日㈫から市民活動センター
で内容を話して相談券を受け取ってくだ
さい。来られない場合はご連絡ください

16日㈬　10時～16時

社会福祉協議会36-5633 32-7111

市民自治推進課 32-6152

法律無料相談
弁護士による法律に関する相談

市民活動センター

市民活動センター

申し込み
32-3610男女平等参画推進協議会

20日㈰　10時～13時

電話で　室蘭児童相談所

家庭、離婚、相続、金銭貸借などの問題
※直接市民活動センターへ

0143-44-4152
32-6369市子育て支援課

32-3544市男女平等参画課

市民相談所　　33-2345では、平日の８時45分から17時
15分まで心配ごと相談を受け付けています

32-6304
32-3295（札幌地方裁判所苫小牧支部内）

北海道管区行政評価局 011-709-1803

広　　告
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